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別紙２ 
新 旧 対 照 表 

（注）アンダーラインを付した部分は改正部分である。 

改  正  後 改  正  前 
別冊 

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 

 

第２編 酒税法関係 

第９条 酒類の販売業免許 

第１項関係 

１～５ （省略） 

６ 販売場の取扱い 

⑴ （省略） 
⑵ 酒類の販売業免許を付与する場合には、原則

として、階（地階、一階等の別）を、建物（店

舗）の一部を賃借すること等（いわゆるテナン

ト店）によって酒類の販売業をしようとする者

に対し酒類の販売業免許を付与するときには、

当該賃借等している場所を、駅構内において売

店等を経営する者に対し酒類の販売業免許を

付与するときには、各プラットホーム又は駅ご

とに定められている売店等の場所（駅構内におい

て酒類を立売り等により販売する場合における販

売場は、当該駅構内の一定の場所（例えば○番ホ

ーム））を、また、運行する列車内、船舶内等にお

いて酒類の販売業をしようとする者に対し酒類の

販売業免許を付与するときには、当該列車内、船

舶内等を、それぞれ販売場として取り扱う。 
（注） 運行する列車内、船舶内等において酒類

の販売をしようとする者については、主た

る営業所（実際に酒類を仕入れ、積込み及

び販売等を管理している営業所をいう。）の

所在地を所轄する税務署長に申請書を提出

させる。 
（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊 

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 

 

第２編 酒税法関係 

第９条 酒類の販売業免許 

第１項関係 

  １～５ （同左） 
６ 販売場の取扱い 

⑴ （同左） 

⑵ 酒類の販売業免許を付与する場合には、原則

として、階（地階、一階等の別）を、建物（店

舗）の一部を賃借すること等（いわゆるテナン

ト店）によって酒類の販売業をしようとする者

に対し酒類の販売業免許を付与するときには、

当該賃借等している場所を、また、駅構内にお

いて売店等を経営する者に対し酒類の販売業

免許を付与するときには、各プラットホーム又

は駅ごとに定められている売店等の場所を、そ

れぞれ販売場として取り扱う。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

⑶ 販売業者である百貨店又はその他の大型小売店

舗（以下これらを「大型店舗」という。）からその

店舗の一部を賃借している販売業者が、当該大型

店舗において輸入品売場（国際化の推進及び消費

者ニーズの多様化・消費選択幅の拡充に対応する

ため設置された専ら輸入品を販売する場所をい

う。以下同じ。）を設置して酒類の販売を行う場合

においては、当該輸入品売場については新たに酒

類の販売業免許を要しないものとして取り扱う。 
（注）１ 「百貨店」とは、大規模小売店舗立地

法（平成10年法律第91号。以下「大店立
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改  正  後 改  正  前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ （省略） 
８ 酒類販売業免許等の区分及びその意義 

酒類販売業免許等（法第９条《酒類の販売業免許》

の規定に基づき酒類の販売業又は販売の代理業若し

くは媒介業をしようとする者に対して税務署長が付

与する免許をいう。以下同じ。）の区分及びその意義

は、次のとおりとする。 
⑴ 酒類販売業免許 

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売する

ことを認められる次の免許をいう（営利を目的に

するかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売

するかどうかは問わない。）。 
イ 酒類小売業免許 

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者

（酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場

において飲用に供する営業を行う者をいう。）又

地法」という。）第２条《定義》第２項に

規定する大規模小売店舗（当該大規模小

売店舗内において、小売業を営む店舗を

含む。）で日本百貨店協会に加盟している

店舗のうち、次のいずれにも該当するも

のをいう。 

⑴ 取扱商品は、衣・食・住のそれぞれ

が10％以上70％未満 
⑵ 従業員が常時50人以上 
⑶ 店舗面積が3,000㎡（政令指定都市に

あるものについては6,000㎡）以上 
⑷ セルフサービス方式を採用している

店舗面積が、総店舗面積の20％未満 
２ 「その他の大型小売店舗」とは、大店

立地法第２条《定義》第２項に規定する

大規模小売店舗で、店舗面積が10,000㎡
以上の建物内において、小売業を営む店

舗（百貨店を除く。）をいう。 

３ 店舗面積とは、大店立地法第５条《大

規模小売店舗の新設に関する届出等》第

１項の規定により、大規模小売店舗の新

設をする者が届け出た大規模小売店舗内

の店舗面積の合計（免許処分時において、

同法第６条《変更の届出》、第８条《都道

府県の意見等》又は第９条《都道府県の

勧告等》に規定する届出が行われている

ときは、当該届出後のものとする。）をい

う（以下同じ。）。 
７ （同左） 
８ 酒類販売業免許等の区分及びその意義 

酒類販売業免許等（法第９条《酒類の販売業免許》

の規定に基づき酒類の販売業又は販売の代理業若し

くは媒介業をしようとする者に対して税務署長が付

与する免許をいう。以下同じ。）の区分及びその意義

は、次のとおりとする。 
⑴ 酒類販売業免許 

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売する

ことを認められる次の免許をいう（営利を目的に

するかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売

するかどうかは問わない。）。 
イ 酒類小売業免許 

酒類小売業免許とは、消費者又は料飲店営業

者（酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業

場において飲用に供する営業を行う者をいう。）
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改  正  後 改  正  前 
は菓子等製造業者（酒類を菓子、パン、漬物等

の製造用の原料として使用する営業者をいう。）

（以下「消費者等」という。）に対して酒類を継

続的に販売（以下「小売」という。）することが

認められる次の免許をいう。 
（注） 酒類小売業免許は、酒税の保全上酒類

の需給均衡を維持するために法第11条
《免許の条件》に基づき、酒類の販売は

小売に限る旨の条件を付されている酒類

販売業免許である。 
(ｲ) 一般酒類小売業免許 

一般酒類小売業免許とは、販売場において、

原則として、すべての種類の酒類を小売（(ﾛ)
に規定する通信販売を除く。）することができ

る免許をいう。 

（削除） 
 
 
 

(ﾛ) 通信販売酒類小売業免許 
通信販売酒類小売業免許とは、通信販売（２

都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象

として、商品の内容、販売価格その他の条件

をインターネット、カタログの送付等により

提示し、郵便、電話その他の通信手段により

売買契約の申込みを受けて当該提示した条件

に従って行う販売をいう。以下同じ。）によっ

て酒類を小売することができる免許をいう。 
 （注）１ 「カタログの送付等」とは、カタ

ログの郵送等による配付又は備置き

のほか、チラシ等の新聞折り込み又

は郵送等による配付若しくは備置

き、雑誌又は新聞への広告掲載及び

テレビ放送の利用等をいう。 
    ２ 「通信手段」とは、郵便等、電話

機、ファクシミリ装置その他の通信

機器若しくは情報処理の用に供する

機器を利用する方法、電報又は預金

若しくは貯金の口座に対する払込み

をいう。 
３ 酒類の店頭小売（店頭において酒

類の売買契約の申込みを受けるこ

と、又は、店頭において酒類を引き

渡すことを行う販売をいう。）又は一

に対して酒類を継続的に販売することが認めら

れる次の免許をいう。 

 
 
 

（注） 酒類小売業免許は、酒税の保全上酒類

の需給均衡を維持するために法第11条
《免許の条件》に基づき、酒類の販売は

小売販売に限る旨の条件を付されている

酒類販売業免許である。 
(ｲ) 一般酒類小売業免許 

一般酒類小売業免許とは、販売場において、

原則として、すべての種類の酒類を小売する

ことができる免許（(ﾛ)及び(ﾊ)に定める酒類小

売業免許を除く。）をいう。 
(ﾛ) 大型店舗酒類小売業免許 

大型店舗酒類小売業免許とは、大型店舗に

おいて酒類を小売することができる免許をい

う。 
（新設） 
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改  正  後 改  正  前 
の都道府県の消費者等のみを対象と

して小売を行う場合には、一般酒類

小売業免許に該当するのであるから

留意する。 
(ﾊ) 特殊酒類小売業免許 

特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等

の特別の必要に応ずるため、酒類を小売する

ことが認められる免許をいう。 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ロ （省略） 
⑵・⑶ （省略） 

９ （省略） 

10 一般酒類小売業免許の申請書等の審査順位の決定

及び審査等 

  ９月１日から同月30日までの期間（当該期間の最

終日が閉庁日の場合は､その次の開庁日までの期間

とする。以下「抽選対象申請期間」という。）に受理

した一般酒類小売業免許に係る申請書等（他の小売

販売地域からの販売場の移転の許可申請書及び一般

酒類小売業免許となる旨の免許条件の緩和申出書を

含み、14に定める法人成り等に伴い提出された申請

書及び同一小売販売地域内での販売場の移転の許可

申請書を除き、添付書類を含む。以下「抽選対象申

請書等」という。）に係る審査順位の決定及び審査に

ついては、９の(3)の規定にかかわらず、以下による。 
 ⑴～⑺ （同左） 
 ⑻ 抽選対象申請書等の審査 

  イ 抽選対象申請書等については、審査順位に従

って審査を行う。 
    なお、抽選対象申請期間後に提出された申請

書等（14に定める法人成り等に伴い提出された

申請書及び同一小売販売地域内での販売場の移

転の許可申請書を除く。）については、当該申請

書等の申請販売場が属する小売販売地域におけ

る抽選対象申請書等の最終審査順位の次の順位

 
 
 
 

(ﾊ) 特殊酒類小売業免許 
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者又

は関連事業者等の特別の必要に応ずるため、

酒類を小売することが認められる次の免許を

いう。 
Ａ みりん小売業免許 
Ｂ 観光地等酒類小売業免許 
Ｃ 船舶内等酒類小売業免許 

Ｄ 駅構内等酒類小売業免許 
Ｅ 競技場等酒類小売業免許 
Ｆ 船用品等取扱業者酒類小売業免許 
Ｇ 通信販売酒類小売業免許 
Ｈ 期限付酒類小売業免許 
Ｉ その他特殊酒類小売業免許 

    ロ （同左） 
⑵・⑶ （同左） 

９ （同左） 

10 一般酒類小売業免許の申請書等の審査順位の決定

及び審査等 

  ９月１日から同月30日までの期間（当該期間の最

終日が閉庁日の場合は､その次の開庁日までの期間

とする。以下「抽選対象申請期間」という。）に受理

した一般酒類小売業免許に係る申請書等（他の小売

販売地域からの販売場の移転の許可申請書及び一般

酒類小売業免許となる旨の免許条件の緩和申立書を

含み、15に定める法人成り等に伴い提出された申請

書及び同一小売販売地域内での販売場の移転の許可

申請書を除き、添付書類を含む。以下「抽選対象申

請書等」という。）に係る審査順位の決定及び審査に

ついては、９の(3)の規定にかかわらず、以下による。 
 ⑴～⑺ （同左） 
 ⑻ 抽選対象申請書等の審査 

  イ 抽選対象申請書等については、審査順位に従

って審査を行う。 
    なお、抽選対象申請期間後に提出された申請

書等（第9条第1項関係の15に定める法人成り等

に伴い提出された申請書及び同一小売販売地域

内での販売場の移転の許可申請書を除く。）につ

いては、当該申請書等の申請販売場が属する小

売販売地域における抽選対象申請書等の最終審
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改  正  後 改  正  前 
から受理した順に審査順位を付し、当該小売販

売地域のすべての抽選対象申請書等に係る審査

を了した後に審査を行う。 
  ロ （同左） 
 ⑼ （同左）  

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 特殊酒類小売業免許の取扱い 

特殊酒類小売業免許は、酒類の消費者等の特別の

必要に応ずるために付与するものであるから、その

販売行為は必要最低限のものとし、それぞれの免許

に応じて販売する酒類の範囲又はその販売方法につ

き具体的な条件を付して免許を付与する。 
なお、自社の役員及び従業員に対して小売するた

め酒類小売業免許の申請があった場合には、免許の

申請者が第10条関係の１《申請者に関する人的要件》

に定める要件を満たし、第10条第10号関係の１《経

営の基礎が薄弱であると認められる場合の意義》に

該当せず、かつ、次に定める基準に該当するときに

は、その販売方法について、「自社の役員及び従業員

に対する小売に限る。」旨の条件を付して免許を付与

しても差し支えない。 

⑴ 申請者は、申請販売場において酒類卸売業免許

を付与されている者又は新たに酒類卸売業免許を

査順位の次の順位から受理した順に審査順位を

付し、当該小売販売地域のすべての抽選対象申

請書等に係る審査を了した後に審査を行う。 
  ロ （同左） 
 ⑼ （同左）  

11 大型店舗酒類小売業免許の取扱い 

大型店舗酒類小売業免許の取扱いは、次による。 
⑴ 申請書の提出 

大型店舗の開店又は増床に合わせて大型店舗酒

類小売業免許を受けようとする場合には、開店予

定日又は増床予定日の２ヶ月前までに申請させ

る。 

⑵ 申請書の受理及び審査 
申請書は受理した順に審査を行う。ただし、開

店予定日又は増床予定日の２か月前までに、店舗

面積を 10,000 ㎡で除した数値（小数点以下は切り

捨てる。）から既存の酒類小売販売場(第 10 条第９

号関係の１の⑵の(注)に該当するものを除く。)の

数を控除した数（以下「基準値」という。）を超え

る申請書の提出がある場合は、申請による順位を

同順位とし、10 の⑹及び⑺のイに定めるところに

準じて抽選を実施し、審査順位を付し、審査を行

う。10 の(3)の定めは、この場合において準用する。 
⑶ 免許付与の決定 

税務署長は、⑵に定めるところにより審査を行

った結果、免許要件を満たす者から基準値に達す

るまで順次免許を付与する。 
 12 特殊酒類小売業免許の取扱い 

特殊酒類小売業免許は、酒類の消費者又は関連事

業者等の特別の必要に応ずるために一般酒類小売業

免許の一般的需給状況にかかわらず付与するもので

あるから、その販売行為は必要最低限のものとし、

それぞれの免許に応じて販売する酒類の範囲又はそ

の販売方法につき条件を付して免許を付与する。 
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改  正  後 改  正  前 
受けようとする者である。 

⑵ 販売先は、自社の役員又は従業員である。 
⑶ 販売する酒類は、主たる免許に付されている又

は付すこととする「販売する酒類の範囲の条件」

の範囲内の酒類である。 
（注） 当該条件を付された免許により、同一系

列の企業の役員等に対する小売はできない

のであるから留意する。 
   （削除） 

 
 
 
   （削除） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   （削除） 

 
 
 

 
 
   （削除） 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

⑴ みりん小売業免許の取扱い 
みりん小売業免許は、食料品店等に対して、専

ら調味料として用いられるみりんの小売業に限定

して付与する。 

⑵ 観光地等酒類小売業免許の取扱い 
観光地等酒類小売業免許は、申請販売場が、国

立公園内、国定公園内その他の観光客等が集まる

場所で、現在酒類小売販売場がないため観光客等

が酒類の購入に不便であり、これら観光客等を対

象とする酒類の販売を特に認める必要がある場所

である場合に付与する。 
（注） 観光地等酒類小売業免許は、通常、人の

居住していない地域で主として季節的に行

楽客の集まる場所において付与するもので

あり、旅館又は料理店の集積している温泉

地域等において付与するものではない。た

だし、地方的な特産品又は土産品として販

売される酒類を販売する場合であって、こ

の免許を付与したとしても一般的な酒類の

需給関係に支障を来さないことが確実と認

められるときは、旅館又は料理店の集積し

ている温泉地域等において、当該酒類に限

る旨等の条件を付けて免許を付与しても差

し支えない。 
⑶ 船舶内等酒類小売業免許の取扱い 

申請販売場は、酒類を販売しようとする当該船

舶内等とし、申請書は、申請者の主たる営業所（実

際に酒類を仕入れ、船舶への積込み等の取扱いを

する営業所をいう。）の所在地を所轄する税務署長

に提出させる。 
   ⑷ 駅構内等酒類小売業免許の取扱い 

イ 列車内における販売場については、当該免許

の申請者の営業所のうち主たる営業所（車内販

売のための酒類の仕入れ、積み込み及び販売等

を所掌している営業所をいう。以下このイにお

いて同じ。）ごとに、当該主たる営業所がその所
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改  正  後 改  正  前 
 
 
 
 
 
 

 
 
   （削除） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   （削除） 
 

 

 

 

掌に基づいて酒類を販売する列車内を一販売場

として取り扱い、申請書は、当該主たる営業所

の所在地を所轄する税務署長に提出させる。 
ロ 駅構内において酒類を立売りし、又は列車の

窓口等において販売する場合における販売場

は、当該駅構内の一定の場所（例えば○番ホー

ム）とし、申請書は、当該駅の所在地を所管す

る税務署長に提出させる。 
⑸ 通信販売酒類小売業免許の取扱い 

通信販売酒類小売業免許は、２都道府県以上の

広範な地域の消費者を対象として、酒類の通信販

売（商品の内容、販売価格その他の条件をカタロ

グを送付する等（インターネット等によるものを

含む。）により提示し、郵便、電話その他の通信手

段により売買契約の申込みを受けて当該提示した

条件に従って行う商品の販売をいう。）を行う場合

に限定して付与する。 
（注）１ 酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小

売販売を行う場合又は一の都道府県の消

費者を対象として酒類の通信販売を行う

場合には、一般酒類小売業免許の取得を

要することに留意する。 
２ 通信販売酒類小売業免許では、店頭に

おいて酒類の売買契約の申込みを受け、

また、店頭において酒類を引き渡すこと

はできないものであるから留意する。 
３ 「カタログを送付する等」とは、カタ

ログの郵送等による配付又は備置きのほ

か、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等

しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲

載及びテレビ放送の利用等をいう。 
４ 「通信手段」とは、郵便等、電話機、

ファクシミリ装置その他の通信機器若し

くは情報処理の用に供する機器を利用す

る方法、電報又は預金若しくは貯金の口

座に対する払込みをいう。 

５ 通信販売酒類小売業免許において、特

別に販売場を設けないときの販売場は、

住所地となるのであるから留意する。 
⑹ その他特殊酒類小売業免許の取扱い 

８の⑴のイの(ﾊ)のＡからＨまでに定める特殊酒

類小売業免許以外の酒類小売業免許を特に付与す

る必要がある場合は、販売する酒類の範囲及びそ

の販売方法について条件を付し、その他特殊酒類
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改  正  後 改  正  前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小売業免許を付与することができる。 
なお、次に掲げるその他特殊酒類小売業免許の

申請があった場合において、免許の申請者が第10
条関係の１《申請者に関する人的要件》に定める

要件を満たし、第10条第10号関係の１《経営の基

礎が薄弱であると認められる場合の意義》に該当

せず、かつ、当該その他特殊酒類小売業免許の区

分ごとに定める免許の基準のいずれにも該当する

ときには、当該区分ごとに定める免許の条件を付

して免許を付与しても差し支えない。 
イ 製菓用等の原料用酒類の小売業免許 

(ｲ) 申請者は、製菓用等の原材料の販売業者であ

る。 
(ﾛ) 申請販売場は、一般の酒販店と類似する店構

えを有しない。 
(ﾊ) 販売先は、酒類を菓子、パン、漬物等の製造

用の原料として使用する営業者（Ｄにおいて

「菓子等製造業者」という。）である。 

(ﾆ) 契約その他から判断して、菓子等製造業者  

に対し酒類を継続的に販売することが確実と

認められる。 
(ﾎ) 酒類の需給調整上及び酒税の検査取締上特  

に支障がないものと認められる。 
（注）酒場、バー、料理店、旅館等に対し、こ

れらの者が料理用に使用するための酒類を

販売しようとする場合については、この取

扱いは適用しない。 
ロ 自己輸入酒類の小売業免許 

(ｲ) 販売先は、レストラン、ホテル等の料飲店営

業者である。 

(ﾛ) 申請販売場は、一般の酒販店と類似する店

構えを有しない。 
(ﾊ) 販売する酒類は、自己が輸入した酒類であ

る。 
(ﾆ) 契約その他から判断して、酒類を継続的に

輸入し、販売することが確実と認められる。 

(ﾎ) 酒類の需給調整上及び酒税の検査取締上特

に支障がないものと認められる。 
ハ 役員及び従業員に対する小売業免許 

(ｲ) 申請者は、申請販売場において酒類卸売業

免許若しくは酒類小売業免許（販売先が特定

されている免許（例えば、イ及びロに掲げる

免許）に限る。）を付与されている者又は新た

にこれらの免許を受けようとする者である。 
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改  正  後 改  正  前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 販売先は、自社の役員又は従業員である。 
(ﾊ) 販売する酒類は、主たる免許に付されてい

る又は付すこととする「販売する酒類の範囲

の条件」の範囲内の酒類である。 
(ﾆ) 酒類の需給調整上及び酒税の検査取締上特

に支障がないものと認められる。 

（注） 企業が、その取扱商品を自社の役員又

は従業員に対して有償で譲渡する行為に

ついては、企業とその役員等とは人格が

異なるものであり、また、企業において

は、役員等に対する取扱商品の有償譲渡

についても、売上に計上するものである

ことから当該譲渡については「販売」と

解する。 
なお、当該条件を付された免許により、

同一系列の企業の役員等に対する小売販

売はできないのであるから留意する。 
ニ ゴルフ場のクラブハウス内売店における酒類

の小売業免許 
(ｲ) 申請者は、ゴルフ場の経営者又は契約その他

により免許を付与された場合ゴルフ場のクラ

ブハウス内の売店において酒類を販売できる

者である。 
(ﾛ) 申請販売場は、クラブハウス内の売店にあ

る。 
(ﾊ) 販売先は、ゴルフ場の入場者である。 
(ﾆ) 販売する酒類の範囲は、ゴルフ場の所在す  

る周辺地域（原則として、ゴルフ場の所在地

と同一都道府県内に限る。）にある酒類製造場

で製造された酒類（地酒等）である。 

(ﾎ) 酒類の需給調整上及び酒税の調査取締上特

に支障がないものと認められる。 
ホ 商店街の共同配送事業場における酒類の小売

業免許 
(ｲ) 申請者は、酒類小売業者又は酒類小売業者が

主となって組織する法人である。 

(ﾛ) 申請販売場は、酒類その他の物品又は役務の

提供のため、他の事業者と共同して注文を受

け、一括して配送等を行うための事業場であ

る。 
(ﾊ) 共同事業について、国、地方公共団体、商 店

街等を主体とする振興事業計画が策定されて

いるなど、商店街等の活性化に寄与すること

が明らかである。 
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改  正  後 改  正  前 
 

 

12～19 （省略） 

20 酒類販売業免許の取扱官庁 

⑴ （省略） 
⑵ 国税局長限りで処理するもの 

次に掲げるもの又は税務署長において免許の付

与若しくは移転の許可の可否判定が困難であるも

のについては、国税局長に上申の上、その指示に

より処理する。 
イ 異例な販売業免許 
ロ 特殊酒類小売業免許（自社の役員及び従業員

に対して小売するための酒類小売業免許を除

く。） 
ハ・ニ （省略）  
(注)  次に掲げる免許の付与又は許可のほか、国

税局長において税務署長限りで処理しても特

に支障がないと認めたものについては、税務

署長限りで処理することとしても差し支えな

い。 
  １ 14《法人成り等の場合の酒類販売業等免

許の取扱い》の場合の免許 
  ２ 15《営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許

の取扱い》に定める営業の譲受けに伴う免

許の付与のうち組織変更に準ずるものの免

許 
  ３ （省略） 

⑶ 税務署長限りで処理するもの 
⑴及び⑵以外の酒類販売業免許は、税務署長限

りで処理する。ただし、法第 10 条《免許の要件》

各号に規定する免許の要件に該当しているが税務

署長において特に免許の付与又は移転の許可を適

当と認めたものについては、国税局長に上申の上、

その指示により処理する。 

 
 

 
 
 

21 （省略） 

（削除） 

 

 
 

(ﾆ) 酒類の需給調整上及び酒税の調査取締上特

に支障がないものと認められる。 
13～20 （同左） 

21 酒類販売業免許の取扱官庁 

⑴ （同左） 
⑵ 国税局長限りで処理するもの 

次に掲げるもの又は税務署長において免許の付

与若しくは移転の許可の可否判定が困難であるも

のについては、国税局長に上申の上、その指示に

より処理する。 
イ 異例又は特殊な販売業免許 
ロ その他特殊酒類小売業免許（12《特殊酒類小

売業免許の取扱い》の⑹のイからホに定める免

許を除く。） 
ハ・ニ （同左） 
(注)  次に掲げる免許の付与又は許可のほか、国

税局長において税務署長限りで処理しても特

に支障がないと認めたものについては、税務

署長限りで処理することとしても差し支えな

い。 
  １ 15《法人成り等の場合の酒類販売業等免

許の取扱い》の場合の免許 
  ２ 16《営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許

の取扱い》に定める営業の譲受けに伴う免

許の付与のうち組織変更に準ずるものの免

許 
  ３ （同左） 

⑶ 税務署長限りで処理するもの 
次に掲げるものは、税務署長限りで処理する。

ただし、⑴及び⑵以外の酒類販売業免許で、法第

10 条《免許の要件》各号に規定する免許の要件に

該当しているが税務署長において特に免許の付与

又は移転の許可を適当と認めたものについては、

国税局長に上申の上、その指示により処理する。 
イ 酒類小売業免許（その他特殊酒類小売業免許

については､12《特殊酒類小売業免許の取扱い》

の⑹のイからホに定める免許に限る。） 
ロ 洋酒卸売業免許及び輸出入酒類卸売業免許 
ハ 期限付酒類卸売業免許 

22 （同左） 

23 旧免許取扱要領に基づく全酒類小売業免許等

の取扱い 

旧免許取扱要領（昭和 38 年１月 14 日付間酒２

－２「酒類の販売業免許等の取扱いについて」の
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改  正  後 改  正  前 
 
 
 
 
 
 

 
 

第２項関係 

１ （省略） 

２ 輸入酒フェア等の実施を目的とした期限付酒類小

売業免許の取扱い 

輸入酒フェア等の実施を目的とした期限付酒類小

売業免許の申請があった場合において、次に該当し

ているときは、免許を付与して差し支えない。 
⑴ 販売業者が輸入酒フェア等を実施するために臨

時に販売場を設けて輸入酒類の小売を行うこと。 

 

 
(注)１ 販売業者には、販売業者が中心となって組

織する団体を含むものとして取り扱う。 
２ 販売業者とは、国内のいずれかの場所に

おいて販売業免許を有しているものであれ

ばよいのであるから留意する。 

⑵・⑶ （省略） 

 
第10条 免許の要件 

第10号関係 

１～３ （省略） 
  （削除） 

 
 

 

 

  ４ 通信販売酒類小売業免許についての取扱い 

⑴ 申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類

の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び

販売能力を有すると認められる者又はこれらの者

が主体となって組織する法人である。 
⑵ 申請者は、酒類の通信販売を行うための所要資

金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律

（昭和51年法律第57号）の消費者保護関係規定に

準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」

を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であ

別冊「酒類販売業免許等取扱要領」をいう。）に

基づき付与した免許は、当該免許の内容等と類似

する８《酒類販売業免許等の区分及びその意義》

に定める区分の免許として取り扱い、酒類販売業

者からの申立に基づき、当該免許区分に従って付

けることとされている販売する酒類の範囲又は

販売方法の条件に緩和して差し支えない。 
 

第２項関係 

１ （同左） 

２ 輸入酒フェア等の実施を目的とした期限付酒類小

売業免許の取扱い 

輸入酒フェア等の実施を目的とした期限付酒類小

売業免許の申請があった場合において、次に該当し

ているときは、免許を付与して差し支えない。 
⑴ 販売業者（みりん小売業免許のみを受けている

販売業者を除く。）が輸入酒フェア等を実施するた

めに臨時に販売場を設けて輸入酒類の小売を行う

こと。 
(注)１ 販売業者には、販売業者が中心となって組

織する団体を含むものとして取り扱う。 
２ 販売業者とは、国内のいずれかの場所に

おいて販売業免許を有しているものであれ

ばよいのであるから留意する。 

⑵・⑶ （同左） 

 
第10条 免許の要件 

第10号関係 

１～３ （同左） 

４ 大型店舗酒類小売業免許についての取扱い 

申請者が大型店舗の経営者又は契約その他により

免許を付与された場合大型店舗において酒類を販売

できる者であることのほか、一般酒類小売業免許の

取扱いを準用する。 
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改  正  後 改  正  前 
ると見込まれる。 

⑶ 申請者は、破産者で復権を得ていない場合に

該当しない。 
⑷ 申請者は、酒類の購入申込者が未成年者でない

ことを確認できる手段を講ずるものと認められ

る。 

 （注） 酒類購入者の年齢確認に関する手段につ

いて審査を行うとともに、必要に応じて、

組合法第86条の６《酒類の表示の基準》に

基づく「未成年者の飲酒防止に関する表示

基準」（平成元年11月22日付国税庁告示第9
号）に定める酒類の通信販売における表示

等に関する助言を行う。 
５ 特殊酒類小売業免許についての取扱い 

申請者について、特段の定めのある場合を除き、

一般酒類小売業免許の取扱いを準用する。 

 
 
（削除） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（削除） 

 
 

（削除） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 特殊酒類小売業免許についての取扱い 

申請者について、特段の定めのある場合を除き、

一般酒類小売業免許の取扱いを準用する。ただし、

特殊酒類小売業免許の目的に従い軽減し、又は準用

しないことができる。 

⑴ みりん小売業免許 
イ 申請者は、申請販売場において食料品を販売

している者又は販売する見込みがあると認めら

れる者である。 
ロ 申請者は、みりんを販売するために必要な施

設及び設備を有していると認められる者又は有

することが確実と認められる者であること。 
（注） 申請者が所有権又は賃借権等に基づい

て申請販売場を利用できると認められる

場合には、原則として、この定めを満た

すものとして取り扱う。 
⑵ 観光地等酒類小売業免許 

申請者が、土産品若しくは清涼飲料等の売店又

は山の家等の経営者である。 
⑶ 船舶内等酒類小売業免許 

申請者は、次に掲げる要件に該当する船舶の所

有者、よう船者又は当該船舶内等の一定の場所を

借り受ける者で、免許を付与された場合当該船舶

内等において一般乗客を対象として酒類を販売す

ることのできる者である。 
イ 日本に船籍を有している。 
ロ 客船又は貨客船であって、その総トン数が100
トン以上である。 

ハ 一定の定期航路に就航している。 

⑷ 駅構内等酒類小売業免許 
申請者は、免許を付与された場合、駅に付属す
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改  正  後 改  正  前 
 
 
 

（削除） 

 
 

 
 

（削除） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

（削除） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る店舗、駅構内又は進行中の列車内において一般

乗降客を対象として酒類を販売することのできる

者である。 
⑸ 競技場等酒類小売業免許 

申請者は、免許を付与された場合、野球、競馬

等の競技場若しくは劇場等の場内に売店を設け、

又は立ち売り等により一般入場者を対象として酒

類を販売することのできる者である。 
⑹ 船用品等取扱業者酒類小売業免許 

申請者が、次の要件に該当する場合である。 
イ 申請者は、船舶又は航空機（以下この⑹にお

いて、これらを「船舶等」という。）に対する船

用品又は機用品（以下この⑹において、これら

を「船用品等」という。）専門販売業者であって、

かつ、免許を付与された場合、相当数量の酒類

を販売する見込みがあると認められる者であ

る。 
ロ 申請者は、本邦と外国との間を往来する船舶

等に船用品等を販売するために現に税関から船

舶等への交通の承認を受けている船用品等取扱

業者であり、かつ、相当期間その経験を有する

である。 
ハ 申請者は、倉庫、事務所等適当と認められる

販売のための設備を有していると認められる者

であり、かつ、申請販売場が港又は空港に近接

している。 
⑺ 通信販売酒類小売業免許 
イ 申請者は、経験その他から判断し、２都道府

県以上の広範な地域の消費者を対象として、適

正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経

営能力及び販売能力を有すると認められる者又

はこれらの者が主体となって組織する法人であ

る。 
（注） 申請者が次に掲げる者であって、酒類

に関する知識及び記帳能力等、酒類の通

信販売業を経営するに十分な知識及び能

力を有し、独立して営業ができるものと

認められる場合は原則としてこの定めを

満たすものとして取り扱う。 
１ 通信販売業者（㈳日本通信販売協会会

員（正会員に限る。）で食料品の通信販売

の経験（２年以上）を有する者に限る。） 

２ 酒類製造者（酒類製造場とは別の場所

に酒類の通信販売のための販売場を設
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改  正  後 改  正  前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～10 （省略） 
 

第11号関係 

１～３ （省略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  ４ 通信販売酒類小売業免許の需給調整要件 

通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒

類の範囲が、カタログ等の発行年月日の属する会計

け、製造免許を受けた酒類と同一の種類

（品目のある種類の酒類については、品

目）の酒類を通信販売により販売しよう

とする場合に限る。） 
３ 酒類販売業者（新たに輸入酒類卸売業

免許又は自己輸入酒類小売業免許の申請

に併せて通信販売酒類小売業免許を申請

する者を含む。） 
ロ 申請者は、酒類の通信販売を行うための所要

資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する

法律（昭和51年法律第57号）の消費者保護関係

規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表

示基準」を満たし、又はこの定めを満たす見込

みが確実である。 
ハ 申請者は、契約その他から判断し、免許を付

与された場合一般酒類小売販売場において通常

購入することができない地酒、輸入酒等を通信

販売により販売できることが確実と認められ

る。 
６～10 （同左） 

 
第11号関係 

１～３ （同左） 
４ 大型店舗酒類小売業免許の需給調整要件 

大型店舗酒類小売業免許は、免許付与後３年間に

販売しようとする酒類の範囲が、清酒（500mι以下

の容器入りのリサイクルの対象となる瓶詰品に限

る。）、合成清酒、しょうちゅう、みりん、果実酒類、

ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類及び雑酒

並びに輸入酒類である場合には免許を付与する。こ

の場合、消費者の利便に一層資する観点から、店舗

面積が10,000㎡以上の大型小売店舗については、当

該店舗面積が10,000㎡当たりにつき１件の免許を付

与する。 
（注）１ 大型小売店舗に対して免許付与後３年間

にわたって販売する酒類の範囲を限定する

のは、地域中小酒類小売業者の経営に与え

る急激な影響を緩和するためである。 
２ 「輸入酒類」とは、国外において製造さ

れ、引き取られた酒類をいうのであるから

留意する。 
（新設） 
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改  正  後 改  正  前 
年度の前会計年度における酒類の種類ごと（品目の

ある種類の酒類については品目ごと）の課税移出数

量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が

製造、販売する酒類又は輸入酒類である場合には免

許を付与する。 
（注）１ 「カタログ等」とは、いわゆるカタログの

ほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインタ

ーネットによる広告等をいう。 
２ 前会計年度における課税移出実績がない 
場合は、カタログ等の発行日の属する会計

年度における製造者の製造見込数量により

判断する。 

３ 通信販売により販売できる酒類かどうか

については、通信販売を予定している製造

者の発行する証明書（通信販売の対象とな

る酒類であることの証明書をいう。）を申請

書に添付させ確認する。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 特殊酒類小売業免許の需給調整要件 

⑴ みりん小売業免許の需給調整要件 
みりん小売業免許は、販売しようとする酒類が、

エキス分40度以上で、かつ、1,800mι以下の容器

入りのみりんである場合に限り付与する。 
⑵ 観光地等酒類小売業免許の需給調整要件 

観光地等酒類小売業免許は、販売しようとする

酒類が１ι未満の容器入りのもので、その販売方

法が観光客等を対象とする店頭小売販売である場

合に限り付与する。 
⑶ 船舶内等酒類小売業免許の需給調整要件 

船舶内等酒類小売業免許は、販売方法が特定の

船の一般乗客を対象とする小売販売である場合に

限り付与する。 
⑷ 駅構内等酒類小売業免許の需給調整要件 

駅構内等酒類小売業免許は、販売方法が特定の

駅構内における一般乗降客又は列車内の一般乗客

を対象とする小売販売である場合に限り付与す

る。 

⑸ 競技場等酒類小売業免許の需給調整要件 
競技場等酒類小売業免許は、販売方法が特定の

競技場の一般入場者を対象とする小売販売である

場合に限り付与する。 
⑹ 船用品等取扱業者酒類小売業免許の需給調整要 
 件 

船用品等取扱業者酒類小売業免許は、販売しよ

うとする酒類が本邦と外国との間を往来する船舶
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改  正  後 改  正  前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（又は航空機）に積み込まれるものである場合に

限り付与する。 
⑺ 通信販売酒類小売業免許の需給調整要件 

通信販売酒類小売業免許を付与された者が通信

販売により販売できる酒類の範囲は次のとおりと

する。 

なお、容器、容量又はラベルが異なるものであ

っても中身が同一のものについては同一の「銘柄」

として取り扱う。ただし、高価な特殊容器に詰め

られたものは同一の「銘柄」としては取り扱わな

い。 
（注） 通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小

売販売場において通常購入することができ

ない地酒、輸入酒等に販売する酒類の範囲

を限定して付与するものである。 
イ 国産酒類 

(ｲ) 共通事項 
カタログ等（インターネット等によるもの

を含む。以下同じ。）の発行年月日の属する会

計年度の前会計年度における酒類の種類ごと

（品目のある種類の酒類については、品目ご

と）の課税移出数量が、すべて1,000kι未満

である酒類製造者が製造、販売する酒類。 
（注）１ 「カタログ等」とは、いわゆるカ

タログのほか、チラシ等又は雑誌新

聞の広告等をいう。 
２ 「会計年度」とは、４月から翌年

の３月までの期間をいう。 
３ 前会計年度における課税移出実績

がない場合は、カタログ等の発行年

月日の属する会計年度における酒類

製造者の製造見込数量により判断す

る。 
４ 通信販売により販売できる酒類か

どうかについては、通信販売を予定

している酒類の製造者の発行する証

明書（通信販売の対象となる酒類で

あることの証明書をいう。以下同

じ。）を申請書に添付させ確認する。 
５ 酒類製造者が委託者の所在する地

方の特産品等を原料とした酒類の製

造を受託している場合は、その実情

に応じ、当該製造を受託している酒

類ごとにこの基準を適用しても差し
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改  正  後 改  正  前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５・６ （省略） 
 

第11条 免許の条件 

第１項関係 

１～２ （省略） 
３ 「販売する酒類の範囲又は販売方法の条件」の取

扱い 

販売する酒類の範囲又は販売方法についての条件

は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため

必要があると認められる場合に限り付ける。 

⑴ （省略） 
⑵ 販売する酒類の販売方法について条件を付ける

支えない。 
６ 酒類製造場の所在する地域を主要

な販売対象地域として行う通信販売

については、原則として免許しない。 
(ﾛ) 清酒 

特定名称等（吟醸酒、純米酒、本醸造酒、

生酒、生貯蔵酒、原酒、古酒及び特殊な製法

等により製造した、例えば樽酒、赤い酒、貴

醸酒をいう。以下同じ。）の清酒のうち前会計

年度における課税移出数量が100kι未満の銘

柄のもの。 
(ﾊ) 清酒以外の酒類 

前会計年度における課税移出数量が100kι
未満の銘柄のものに限る。ただし、しょうち

ゅう乙類については、前会計年度における課

税移出数量が200kι未満の銘柄のもの。 
ロ 輸入酒類 

カタログ等の発行年月日の属する会計年度の

前会計年度における課税引取数量が、100kι未

満の銘柄のもの。 
なお、酒類の種類、品目ごとにみて、国産酒

類において対象酒類の範囲に特別の定めがある

場合については、輸入酒類についても同様に取

り扱うものであるから留意する。 

（注）１ 前会計年度における課税引取実績が

ない場合は、カタログ等の発行年月日

の属する会計年度における輸入業者の

課税引取見込数量により判断する。 
２ 通信販売の対象となる酒類かどうか

については、通信販売を予定している

酒類の輸入業者の発行する証明書を申

請書に添付させ確認する。 
６・７ （同左） 

 
第11条 免許の条件 

第１項関係 

１～２ （同左） 
３ 「販売する酒類の範囲又は販売方法の条件」の取

扱い 

販売する酒類の範囲又は販売方法についての条件

は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため

必要があると認められる場合に限り付ける。 
⑴ （同左） 
⑵ 販売する酒類の販売方法について条件を付ける
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改  正  後 改  正  前 
場合には、業態、区域、販売先又は施設等の区分

による。 
（例）１～３ （省略） 

（削除） 
⑶ 酒類販売業免許の区分ごとの具体的な免許条件

は、次のとおりとする。 

イ 一般酒類小売業免許 
原則として、「通信販売を除く小売に限る。」

旨。 
なお、特に必要と認められる場合には、その

他の販売方法又は販売する酒類の範囲について

条件を付ける。 

（削除） 

 
 
 
 
 

 
 
 

ロ 通信販売酒類小売業免許 
(ｲ) 販売する酒類の範囲については、「次に該当

する○○、○○及び○○に限る。 

      Ａ 国産酒類 
カタログ等（インターネット等によるも 

のを含む。）の発行年月日の属する会計年度

（４月１日から翌年の３月31日までの期間

をいう。）の前会計年度における酒類の種類

ごと（品目のある種類の酒類については、

品目ごと）の課税移出数量が、すべて3,000
キロリットル未満である酒類製造者が製

造、販売する酒類 
      Ｂ 輸入酒類」旨 

(ﾛ) 酒類の販売方法については、 
「２都道府県以上の広範な地域の消費者等

を対象としてカタログ等（インターネット等

によるものを含む。）を使用して販売のための

誘引行為を行い、通信手段により購入の申込

みを受け、配達により商品の引渡しを行う小

売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年

者でないことを確認できる手段を講ずる場合

に限る。」旨 
ハ 特殊酒類小売業免許 

場合には、業態、区域、販売先又は施設等の区分

による。 
（例）１～３ （同左） 

４ 「駅構内（又は列車内）に限る。」 
⑶ 酒類販売業免許の区分ごとの具体的な免許条件

は、次のとおりとする。 

イ 一般酒類小売業免許 
原則として、「通信販売を除く小売販売に限

る。」旨。 
なお、特に必要と認められる場合には、その

他の販売方法又は販売する酒類の範囲について

条件を付ける。 

ロ 大型店舗酒類小売業免許 
(ｲ) 販売する酒類の範囲については、「○○に限

る。」旨。 
（注）酒類の販売価格について酒税法改正の

場合等において必要と認めるときは、届

出させる。 

(ﾛ) 酒類の販売方法については、「店頭小売販売

に限るものとし、不当な価格表示をしたチラ

シ等による広告販売は行わない。」旨。 
    （新設） 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ハ 特殊酒類小売業免許 
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改  正  後 改  正  前 
      特殊酒類小売業免許は、酒類の消費者等の特

別の必要に応ずるために付与するものであるこ

とから、その特別の必要に応じる範囲において、

販売方法又は販売する酒類の範囲について具体

的な条件を付ける。 
      なお、自社の役員及び従業員に対して小売す

るための酒類小売業免許を付与する場合には、

販売方法について、「自社の役員及び従業員に対

する小売に限る。」旨の条件を付ける。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
(ｲ) みりん小売業免許 
Ａ 販売する酒類の範囲については、「エキス

分40度以上で、かつ、1,800mι以下の容器

入りのみりんに限る。」旨。 
Ｂ 酒類の販売方法については、「通信販売を

除く小売販売に限る。」旨。 
(ﾛ) 観光地等酒類小売業免許 
Ａ 販売する酒類の範囲については、１ι未

満の容器入りの酒類に限り認めることと

し、例えば「200mι以下の容器入りの○○

に限る。」旨。 
Ｂ 酒類の販売方法については、「観光客等を

対象とする店頭小売販売に限る。」旨。 
(ﾊ) 船舶内等酒類小売業免許 

「○○船の一般乗客を対象とする小売販売

に限る。」旨。 
(ﾆ) 駅構内等酒類小売業免許 

「○○駅構内における一般乗降客を対象と

する小売販売に限る。」旨又は「列車内の一般

乗客を対象とする小売販売に限る。」旨。 
(ﾎ) 競技場等酒類小売販売業免許 

「○○競技場の一般入場者を対象とする小

売販売に限る。」旨。 
(ﾍ) 船用品等取扱業者酒類小売業免許 

「本邦と外国との間を往来する船舶（又は

航空機）に積み込まれる酒類の小売販売に限

る。」旨。 

(ﾄ) 通信販売酒類小売業免許 
Ａ 販売する酒類の範囲については、 

「次に該当する○○、○○及び○○に限

る。」 
１ 国産酒類 

カタログ等（インターネット等による

ものを含む。以下同じ。）の発行年月日の

属する会計年度（４月から翌年の３月ま
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改  正  後 改  正  前 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

での期間をいう。以下同じ。）の前会計年

度における酒類の種類ごと（品目のある

種類の酒類については、品目ごと）の課

税移出数量が、すべて1,000kι未満であ

る酒類製造者が製造、販売する酒類のう

ち以下のもの（及び○○酒造が○○（地

方特産品等）を原料として製造した○

○）。 
⑴ 清酒は、特定名称等（吟醸酒、純米

酒、本醸造酒、生酒、生貯蔵酒、原酒、

古酒及び特殊な製法等により製造し

た、例えば樽酒、赤い酒、貴醸酒をい

う。）の清酒のうち、前会計年度におけ

る課税移出数量が100kι未満の銘柄の

もの。 
⑵ 清酒以外の酒類は、前会計年度にお

ける課税移出数量が100kι未満（ただ

し、しょうちゅう乙類は、200kι）の

銘柄のもの。 
２ 輸入酒類 

カタログ等の発行年月日の属する会計

年度の前会計年度における課税引取数量

が100kι未満（ただし、しょうちゅう乙

類は、200kι）の銘柄のもの。」旨。 

Ｂ 酒類の販売方法については、 
「消費者を対象としてカタログ等及び申

込書等を使用して販売のための誘引行為

（インターネット等によるものを含む。）を

行い、通信手段により販売の申込みを受け、

配達により商品の引渡しを行う小売販売に

限る。」旨 
(ﾁ) その他特殊酒類小売業免許 
Ａ 製菓用等の原料用酒類の小売業免許 

販売する酒類の範囲について「○○用原

料として使用される○○、○○及び○○に

限る。」旨及びその販売方法について「酒類

を○○の製造用の原料として使用する○○

製造業者に対する小売販売に限る。」旨。 
Ｂ 自己輸入酒類の小売業免許 

販売する酒類の範囲について「自己が輸

入した○○、○○及び○○に限る。」旨及び

その販売方法について「料飲店営業者に対

する小売販売に限る。」旨。 
Ｃ 役員及び従業員に対する小売業免許 
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改  正  後 改  正  前 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ニ 全酒類卸売業免許 

      (ｲ)・(ﾛ) （省略） 
(ﾊ)  酒類小売業者の共同購入機関に対して全

酒類卸売業免許を付与する場合には、「○○

協同組合の組合員（協同組合連合会にあっ

ては「○○協同組合連合会の会員たる協同

組合及びその組合員」。）である酒類小売業

者を対象（○○協同組合自らが開発した商

標又は銘柄の酒類で当該商標又は銘柄にお

ける組合員への卸売販売総額の百分の二十

までのものについては、この限りではな

い。）とする卸売販売に限る。」旨 
   （注） 中小企業等協同組合法第９条の２

第３項において、組合員以外の者の

利用分量の総額は、一事業年度にお

ける組合員の利用分量の総額の百分

の二十をこえてはならないこととさ

れている。 
ホ～チ （省略） 

４ （省略） 

 

販売する酒類の範囲及びその販売方法に

ついて、「販売方法は卸売販売、自社の役員

及び従業員に対する小売販売に限る。」、「販

売する酒類の範囲は、○○用原料として使

用される○○、○○及び○○に限る。販売

方法は、酒類を○○の製造用の原料として

使用する○○製造業者並びに自社の役員及

び従業員に対する小売販売に限る。」、「販売

する酒類の範囲は自己が輸入した○○、○

○及び○○に限る。販売方法は料飲店営業

者並びに自社の役員及び従業員に対する小

売販売に限る。」旨。 

Ｄ ゴルフ場のクラブハウス内売店における

酒類の小売業免許 
販売する酒類の範囲について「○○県内

において製造された１ι未満の容器入りの

○○に限る。」旨及びその販売方法について

「ゴルフ場の入場者に対する店頭小売販売

に限る。」旨。 
Ｅ 商店街の共同配送事業場における酒類の

小売業免許 
酒類の販売方法について「配達により商

品の引渡しを行う小売販売に限る。」旨。 
ニ 全酒類卸売業免許 

     (ｲ)・(ﾛ) （同左）   
(ﾊ)  酒類小売業者の共同購入機関に対して全酒

類卸売業免許を付与する場合には、「組合員

（協同組合連合会にあっては「会員たる協同

組合の組合員」）である酒類小売業者を対象と

する卸売販売に限る。」旨。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ホ～チ （同左） 

４ （同左） 
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改  正  後 改  正  前 
第２項関係 

１～２ （省略） 

３ 「販売する酒類の範囲又は販売方法の条件」の緩

和又は解除の取扱い 

販売する酒類の範囲又は販売方法の条件の緩和又

は解除について申出があった場合には、当該申出者

等が法第14条《酒類の販売業免許の取消し》の各号

のいずれにも該当しない場合は、当該緩和又は解除

した場合における酒類販売業免許の区分に従い、当

該条件の緩和又は解除の可否を決定する。 
ただし、一般酒類小売業免許となる旨の条件緩和

の申出については、当該申出に係る販売場の所在す

る地域が、緊急調整地域に指定されている場合には、

法第11条《免許の条件》第２項に規定する「その必

要がなくなったとき」には当たらないものとして取

り扱う。 
（注） 平成18年３月24日付課酒１－１０「酒税法

及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正

について（法令解釈通達）」の適用前に付与し

た酒類小売業免許の条件を緩和する場合も同

様とする。 
（削除） 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

（削除） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

第２項関係 

１～２ （同左） 

３ 「販売する酒類の範囲又は販売方法の条件」の緩

和又は解除の取扱い 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

⑴ 大型店舗酒類小売業免許に係る販売する酒類の

範囲の条件の緩和 
大型店舗酒類小売業免許に係る販売する酒類の

範囲についての条件は、免許の日から３年経過し

た後、免許条件（販売方法に係る条件を含む。）に

違反した場合を除き、免許を受けた者からの申立

てに基づき緩和することができる。 
ただし、当該大型店舗の所在する地域が緊急調

整地域に指定されている場合には、法第11条《免

許の条件》第２項に規定する「その必要がなくな

ったとき」には当たらないものとして取り扱う。 
⑵ その他の酒類販売業免許に係る免許条件の緩和

又は解除 
⑴以外の条件の緩和又は解除については、当該

緩和又は解除した場合における販売業免許の区分

に従い、緩和又は解除の可否を決定する。 
ただし、一般酒類小売業免許となる旨の条件緩

和の申立てについては、当該申立てに係る販売場

の所在する地域が、緊急調整地域に指定されてい

る場合には、法第11条《免許の条件》第２項に規

定する「その必要がなくなったとき」には当たら

ないものとして取り扱う。 
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改  正  後 改  正  前 
第16条 製造場又は販売場の移転の許可 

第１項関係 

１ （省略） 

２ 移転の許可の取扱い 

製造場、酒母等の製造場又は販売場の移転の許可

の取扱いは、次による。 

⑴・⑵ （省略） 
⑶ 次に掲げる場合で特に支障がないと認められる

ときは、法第10条《免許の要件》第11号に掲げる

事由にかかわらず、販売場の移転を許可すること

ができる。 
イ～ハ （省略） 

    （削除） 

 
 
  

第47条 申告義務 

第１項関係 

１～９ （省略） 

10 「酒類の製造場又は販売場の所在地に異動を生

じたとき」の取扱い 

⑴ 令第54条《異動申告》に規定する酒類、酒母

等の「製造場の所在地につき異動を生じたと

き」又は「販売場の所在地につき異動を生じた

とき」とは、当該製造場又は販売場の存する場

所の地名若しくは地番に変更のあった場合を

いい、同一の建物内若しくは施設内において当

該製造場又は販売場を移動した場合も含むも

のとする。 
（注） 例えば販売業者が、店舗内において販

売場を移動する場合（販売場を階を異にし

て拡張する場合等を含む。以下同じ。）又

はプラットホーム若しくは駅構内（プラッ

トホームを除く。以下、この(注)において

同じ。）の一部を賃借している販売業者が、

他のプラットホーム若しくは駅構内の他

の場所に販売場を移動する場合は「異動」

とするのであるから留意する。 

 
 

⑵ （省略） 

 

 
 

第16条 製造場又は販売場の移転の許可 

第１項関係 

１ （同左） 

２ 移転の許可の取扱い 

製造場、酒母等の製造場又は販売場の移転の許可

の取扱いは、次による。 

⑴・⑵ （同左） 
⑶ 次に掲げる場合で特に支障がないと認められる

ときは、法第10条《免許の要件》第11号に掲げる

事由にかかわらず、販売場の移転を許可すること

ができる。 
イ～ハ （同左） 

ニ みりん小売業免許を受けている販売場の移転

で、法第10条《免許の要件》第９号に掲げる事

由がない場合 
  

第47条 申告義務 

第１項関係 

１～９ （同左） 

10 「酒類の製造場又は販売場の所在地に異動を生

じたとき」の取扱い 

⑴ 令第54条《異動申告》に規定する酒類、酒母

等の「製造場の所在地につき異動を生じたと

き」又は「販売場の所在地につき異動を生じた

とき」とは、当該製造場又は販売場の存する場

所の地名若しくは地番に変更のあった場合を

いい、同一の建物内若しくは施設内において当

該製造場又は販売場を移動した場合も含むも

のとする。 
(注) 例えば、販売業者である大型店舗若しく

は大型店舗からその店舗の一部を賃借して

いる販売業者が、当該大型店舗内において

販売場を移動する場合（販売場を階を異に

して拡張する場合等を含む。以下同じ。）

又はプラットホーム若しくは駅構内（プラ

ットホームを除く。以下、この(注)におい

て同じ。）の一部を賃借している販売業者

が、他のプラットホーム若しくは駅構内の

他の場所に販売場を移動する場合は「異動」

とするのであるから留意する。 
⑵ （同左） 
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改  正  後 改  正  前 
第６編 登録免許税法関係 

第５条 非課税登記等 

  １ 非課税登記等の取扱い 

    登免法第５条《非課税登記等》、登免令第７条《酒

類の製造免許で課税しないものの範囲》の規定等に

より、非課税となる酒類の製造又は販売業免許の区

分等の態様ごとの取扱いは、別表２のとおりである。 
 なお、法人が組織変更した場合における酒類の製

造又は販売業免許については、登免法第５条《非課

税登記等》第13号に掲げる非課税免許との関係を考

慮し、登免法に規定する免許には該当しない免許と

して取り扱う。 

（別表１） 
免許等につき課される登録免許税の取扱い  

免許等の態様 
登録免

許税額 
摘要 

１ 
～ 
15 

（省略）  
 

16 一般酒類小売業免許 30,000 

17 通信販売酒類小売業免許 〃 

18 特殊酒類小売業免許 〃 

登免法別表第１

の第28号の(ニ)の
イに該当する免

許 

19 
・ 
20 

（省略）  
 

21 

16から18に掲げる免許に

ついて、卸売ができる旨

の条件緩和をした場合 
60,000 

登免法別表第１

の第28号の(ニ)の
ハに該当する免

許 
22 
・

23 
（省略）  

 

 （削除）  
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17及び18に掲げる免許に

ついて、全酒類の小売が

できる旨の条件緩和をし

た場合 

  

 

(参考) 
法人成り、法人からの分

離、営業の承継又は営業

の譲受に伴う免許 

新規免

許に準

じる 

 

(注) 期限付製造場（試験免許場を除く。）において期限満

第６編 登録免許税法関係 

第５条 非課税登記等 

  １ 非課税登記等の取扱い 

    登免法第５条《非課税登記等》、登免令第７条《酒

類の製造免許で課税しないものの範囲》の規定等に

より、非課税となる酒類の製造又は販売業免許の区

分等の態様ごとの取扱いは、別表２のとおりである。 
 なお、法人が組織変更した場合における酒類の製

造又は販売業免許については、登免法第５条《非課

税登記等》第13号に掲げる非課税免許との関係を考

慮し、登免法に規定する免許には該当しない免許と

して取り扱う。 

（別表１） 
免許等につき課される登録免許税の取扱い 

免許等の態様 
登録免

許税額 
摘要 

１

～ 
15 

（同左）  
 

16 一般酒類小売業免許 30,000 
17 大型店舗酒類小売業免許 〃 
18 みりん小売業免許 〃 
19 観光地等酒類小売業免許 〃 
20 船舶内酒類小売業免許 〃 
21 駅構内等酒類小売業免許 〃 
22 競技場等酒類小売業免許 〃 

23 
船用品等取扱業者酒類小売

業免許 
〃 

24 通信販売酒類小売業免許 〃 
25 その他特殊酒類小売業免許 〃 

登免法別表第１

の第28号の(二)の
イに該当する免

許 

26 
・ 
27 

（同左）  
 

28 

16から25に掲げる免許に

ついて、卸売ができる旨の

条件緩和をした場合 
60,000 

登免法別表第１

の第28号の(二)の
ハに該当する免

許 
29 
・ 
30 

（同左） 
  

31 

17及び18に掲げる免許に

ついて、全酒類の小売がで

きる旨の条件緩和をした場

合 

  

32 

19から25に掲げる免許に

ついて、「販売する酒類の範

囲」についての条件を緩和

した場合 

  

 

(参考) 
法人成り、法人からの分離、

営業の承継又は営業の譲受

に伴う免許 

新規免

許に準

じる 

 

(注) 期限付製造場（試験免許場を除く。）において期限満
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改  正  後 改  正  前 
了後引き続いて酒類を製造するために受ける免許には、

期限付免許から永久免許への切替えのほか、受けていた

期限付免許の酒類と相違する種類（品目）の期限付免許

又は永久免許を新たに受ける時の免許も含まれる。 

 
（別表２） 

 （省略） 

 

了後引き続いて酒類を製造するために受ける免許には、

期限付免許から永久免許への切替えのほか、受けていた

期限付免許の酒類と相違する種類（品目）の期限付免許

又は永久免許を新たに受ける時の免許も含まれる。 

 
（別表２） 

 （同左） 

 

 


